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北九州市公告第３１１号 

北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号。以下「条例

」という。）第６条の３第３項の規定により令和元年北九州市公告第１１８号

で縦覧に供した次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究（要素技術実証）

計画段階環境配慮書について、環境の保全の見地からの意見書を作成したので

、条例第６条の５第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和元年９月５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 鳥類について 

 事業実施区域周辺ではオオミズナギドリ等の鳥類が生息しているため、施

設の位置選定等、事業計画の具体化に当たっては、鳥類に配慮したものとす

ること。また、調査、予測及び評価を行うに当たっては、鳥類への影響につ

いて最新の知見を踏まえること。 

２ 海棲哺乳類について 

 海棲哺乳類への影響について、事業実施区域周辺の適切な範囲で調査、予

測及び評価を行うこと。 
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北九州市選挙管理委員会告示第６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和元年９月５日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，９４２人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万９，５１１人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万７，９４２人 

  小倉北区 ５万８１３人 

  小倉南区 ５万８，３９７人 

  若松区  ２万２，９９４人 

  八幡東区 １万８，８８０人 

  八幡西区 ７万２７５人 

  戸畑区  １万６，３８７人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万２，８４４人 
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